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（１）県、市町、所有者の役割分担 
住宅・建築物の耐震化を促進するためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地域防災対策を自

らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。市町は、所有者の取組を支援す

るという観点から、耐震診断や改修を行いやすい環境整備や負担軽減のための制度の構築などを行う

ものとし、県は市町の取組を支援するものとする。 

なお、公共建築物については、自ら主体的に耐震化を進めることとする。 

（２）地震被害の低減 
大規模地震が発生した際の地震被害の低減を図るため、「住宅」や「多数の者が利用する建築物」

の耐震化を促進する。特に「住宅」と耐震改修促進法で耐震診断が義務化された「大規模建築物」に

ついては、重点的に取り組むこととする。 

①住宅 
a.普及・啓発 

県は、ホームページによる情報提供や、佐賀県安全住まいづくりサポートセンターによる住宅

相談等を行い、耐震化の普及・啓発を行う。また、市町は所有者の意識を醸成するための戸別訪

問を主体的に行うものとし、その取組に対して、県は、建築技術者の派遣等の支援を行う。 

b.耐震診断や改修費の支援 

住宅については、国の補助制度を活用し、市町と連携して耐震診断や改修費の補助を行う。な

お、計画期間中の耐震化の進捗状況を見ながら、必要に応じて耐震診断の実施（派遣事業）など、

市町が主体的に取り組む事業の支援についても検討する。 

c.部分改修や防災ベッド等の導入の支援 

建物全体への耐震化支援だけでなく、部分改修や防災ベッド・耐震シェルターの導入に対して、

必要な支援を検討する。 

②多数の者が利用する建築物（大規模建築物を含む） 
a.普及・啓発 

定期報告対象建築物の所有者に対する講習会等を実施し、耐震化に関する情報提供や啓発を行う。 

b.耐震診断や改修費の支援 

民間建築物に対しては、国の補助制度を活用し、市町と連携して耐震診断の補助を引き続き実

施するとともに、耐震改修の補助の創設についても検討する。 

また、大規模建築物については、早期に耐震化が完了するよう、国の補助制度を活用し、市町

と連携して、耐震改修の補助を行う。 

c.法に基づく指導、助言 

多数の者が利用する建築物については、定期報告対象建築物台帳等を活用し、法に基づき、指

導、助言等を行う。  

第４章 耐震化の促進に関する施策 

１.耐震化を促進するための施策 
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（３）発災後の対応の円滑化 
発災後の対応の円滑化のため、防災上重要な施設や沿道建築物の耐震化を促進する。特に「防災拠

点建築物」「沿道建築物」について重点的に取り組むこととする。 

①防災上重要な施設（防災拠点建築物を含む） 
a.普及・啓発 

市町の施設については、計画的に耐震化を進めるよう助言等を行う。学校、幼稚園、保育所、

社会福祉施設等の避難行動要支援者が利用する建築物については、庁内関係各課と連携しながら

耐震化を推進する。 

b.耐震診断や改修費の支援 

民間建築物に対しては、国の補助制度を活用した耐震診断の補助を引き続き実施するとともに、

耐震改修の補助の創設についても検討する。 

また、市町の施設については、国の補助制度や緊急防災・減災事業の活用を推進する。 

c.法規制による耐震化の促進（耐震診断を義務化する建築物の指定） 

耐震改修促進法第 5条第 3項第 1号に基づき、別紙 1のとおり対象建築物及び報告期限を定め

る。 

 

d.指定の考え方 

防災上重要な施設のうち、佐賀県地域防災計画の地震対策において特に耐震化を促進すること

が必要な建築物の中で、未診断及び未改修の建築物を指定する。建物所有者は、県又は佐賀市へ

耐震診断の結果を報告する。 

■地域防災計画上、特に耐震化すべき建築物（防災拠点建築物） 

 

 

 

 

 

 

 

■（1）県及び市町災害対策本部が設置される建物等 

 

 

 

  

 1.災害時の応急対策活動拠点 
 （1）県及び市町災害対策本部が設置される建物等（※対象は下記に定める①～⑤の施設） 
 （2）消防本部（局）の庁舎、分署及び出張所 
 （3）佐賀県地域防災計画における物資集積拠点 

 2.佐賀県地域防災計画における災害拠点病院 

 3.市町地域防災計画における指定避難所のうち、耐震改修促進法第 15条第 2項に該当する
建築物 

①災害対策本部及び現地災害対策本部等を設置する庁舎  
②防災関係機関（警察、消防、自衛隊等）、他自治体による応援職員及びボランティアの 
 受入を行う庁舎  
③医療救護活動を行う庁舎  
④住民に対する罹災証明の受付・発行、応急仮設住宅の入居受付、生活再建支援制度 
（被災者生活再建支援金・災害弔慰金・生活再建資金など）の受付を行う庁舎 
⑤広報活動（報道機関対応を含む）を行う庁舎  
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別紙 1:対象建築物及び耐震診断結果の報告期限 
 ◆対象建築物           （指定日：平成 29年 3月 2 日（2017 年 3月 2 日）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆耐震診断結果の報告期限 

   防災拠点建築物：平成 30 年 3 月 31 日 （2018 年 3 月 31 日）  

１ 災害時の応急対策活動拠点 
（１） 県及び市町災害対策本部が設置される建物等 

所管 施設名 棟名 

佐賀市 佐賀市諸富支所 ― 

佐賀市 佐賀市久保田支所 ― 

佐賀市 佐賀市川副支所 庁舎棟 

鳥栖市 鳥栖市役所  本庁舎  

鹿島市 鹿島市役所  本庁舎  

嬉野市 嬉野市役所  嬉野庁舎  

嬉野市 嬉野市中央公民館  ― 

神埼市 神埼市役所  本庁舎  

（２） 消防本部（局）の庁舎、分署及び出張所 

所管 施設名 棟名 

唐津市 唐津市消防署  東部分署  

唐津市 唐津市消防署  南部分署  

唐津市 唐津市消防署  西部分署  

唐津市 唐津市消防署  北部分署  

（３） 佐賀県地域防災計画における物資集積拠点 

所管 施設名 棟名 

民間 佐賀競馬場  スタンド棟  

２ 佐賀県地域防災計画における災害拠点病院 

所管 施設名 棟名 

国 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院  外来診療棟  

３ 市町地域防災計画における指定避難所のうち、耐震改修促進法第 15 条第 2項に該当する建物 

所管 施設名 棟名 

佐賀市 勧興小学校  校舎  

佐賀市 西与賀小学校  管理特別教室棟  

佐賀市 西与賀小学校 普通教室棟 

佐賀市 金立小学校  校舎  

佐賀市 新栄小学校  校舎  

佐賀市 諸富南小学校   校舎  

武雄市 北方小学校  教室棟 

大町町 大町町公民館  ― 

有田町 有田町生涯学習センター  北館  

 
 ※平成 30年 8月時点で、除却、又は、防災拠点建築物としての用途が廃止されている建築物については、一覧から 
削除しています。 
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②沿道建築物 
a.普及・啓発 

佐賀県緊急輸送道路の沿道の建築物の所有者に対して、市町と連携して説明会を開催するなど、

耐震性の重要性の周知や啓発を行う。 

 

b.法規制による耐震化の促進 

佐賀県緊急輸送道路等を、その沿道の建築物の耐震化を促進する路線として指定する。 

 

c.県と市町の指定区分の考え方 

佐賀県緊急輸送道路等のうち、第 1次緊急輸送道路については、県が法第 5条第 3項第 3号に

基づく沿道建築物の耐震診断の実施に努める路線として指定する。 

また、第 2次緊急輸送道路等については、市町が必要に応じ、市町耐震改修促進計画において

法第 6条第 3項第 2号に基づく沿道建築物の耐震診断の実施に努める路線として指定する。 

 

d.耐震診断の実施を義務化する路線の指定 

第 1次緊急輸送道路のうち、相当数の建築物が集合する地域において、道路側に沿道の建築物

が転倒し、道路を閉塞する恐れがある路線を法第 5条第 3項第 2号に基づく沿道建築物の耐震診

断の実施及び、その結果の報告を義務化する路線として指定する。（別紙２） 

また、第 2次緊急輸送道路等のうち、市町の地域防災計画等において、沿道の建築物の耐震化

を重点的に促進する必要がある路線として位置付けられたものについては、市町が必要に応じ、

法第 6条第 3項第 1号に基づく沿道建築物の耐震診断の実施及び、その結果の報告を義務化する

路線として指定する。 

 

e.耐震診断や改修費の支援 

県と市町が連携して、路線を指定した主体に関わらず国の補助事業を有効に活用して、民間建

築物の耐震診断や耐震改修等の支援を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 耐震診断義務化・努力義務化路線を指定し、沿道建築物の耐震化を促進する 

佐賀県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会が、災害時における緊急輸送を確保

し、病院や物資の集積拠点など各機関の活動拠点での円滑な活動に資することを目的に 

佐賀県緊急輸送道路として選定した道路を佐賀県地域防災計画において指定している。 

佐賀県緊急輸送道路の防災対策を優先的に行う 

道路課：道路の防災対策の推進 建築住宅課：沿道建築物の耐震化を促進 

佐賀県地域防災計画 

佐賀県耐震改修促進計画 
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別紙２：対象路線及び耐震診断結果の報告期限 
◆対象路線一覧（法第 5条第 3項第 2号） 
○佐賀市 

指定する路線名 左路線のうち指定する区間 

一般国道 34 号 国立病院前交差点（佐賀市日の出）～佐大医学部入口交差点（佐賀市鍋島町） 

一般県道松尾佐賀停車場線 神野東一丁目交差点（佐賀市神野東）～駅前交番西交差点（佐賀市駅前中央） 

一般県道薬師丸佐賀停車場線 大財北町交差点（佐賀市大財北町）～駅前交番西交差点（佐賀市駅前中央） 

主要地方道佐賀川副線 大財北町交差点（佐賀市大財北町）～片田江交差点（佐賀市松原） 

一般国道 264 号 与賀町交差点（佐賀市与賀町）～構口交差点（佐賀市巨勢町） 

○鹿島市 

指定する路線名 左路線のうち指定する区間 

一般国道 207 号 常広交差点（鹿島市大字常広）～しめご交差点（鹿島市大字納富分） 

 

◆耐震診断結果の報告期限 
   沿道建築物（耐震診断義務化）：平成 33年 12 月 31 日 （2021 年 12 月 31 日） 
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◆対象路線図（法第 5条第 3項第 2号）  
○佐賀市 （延長距離：約 7km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鹿島市（延長距離：約 3km） 

 

 

 

 

  

凡例 

   耐震診断義務化路線 

   第 1 次緊急輸送道路 

   第 2 次緊急輸送道路 

 

国道 34 号

至 佐賀大学医学部 

総合運動場 

佐賀駅 佐賀市役所 

県庁 

肥前鹿島駅 

鹿島市役所 

凡例 

   耐震診断義務化路線 

   第 1 次緊急輸送道路 

   第 2 次緊急輸送道路 

 

薬師丸佐賀停車場線

国道 264 号

松尾佐賀停車場線

佐賀川副線 

国道 207 号 
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◆佐賀県緊急輸送道路ネットワークの概要 

佐賀県緊急輸送道路ネットワーク 

第１次緊急輸送道路 
○県内外の広域的な輸送に不可欠な、高速自動車国道、一般国道（指定区
間のみ）と高速自動車国道インターチェンジ及び輸送拠点等とを結ぶ幹
線道路。 

第２次緊急輸送道路 
○第１次道路とネットワークを構成し、市町庁舎、警察署、消防署などの
防災活動の拠点となる施設を相互に接続する幹線道路。 

◆耐震診断義務化、努力義務化路線指定の道路区分 

 耐震改修促進法規定条文 路線指定の道路区分 

県 耐震改修法第 5条第 3項第 2号、第 3号 第１次緊急輸送道路 

市町 耐震改修法第 6条第 3項第 1号、第 2号 第２次緊急輸送道路 

◆佐賀県緊急輸送道路網図（平成 30 年 4 月時点） 
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◆耐震化を促進するための施策一覧 

 重点的に耐震化

を図る建物 
耐震化施策 実施内容 

地
震
被
害
の
低
減 

住宅 
 

○住宅の耐震化の促進 
 
 
 
 
 
 
○耐震対策の促進 

○県 HPにおける住宅や建築物の耐震化に関する
ポータルサイトの開設 
○佐賀県安全住まいづくりサポートセンターによ
る住宅相談 
○市町の取組への支援（自主防災組織等への支援） 
 ・住宅の耐震化に繋がる活動への支援 
○耐震診断や改修費の支援 
○部分改修や防災ベッド等の導入の支援 

多数の者が 
利用する建築物 
 

○耐震診断の義務化による
耐震化の促進 
 
 
○上記以外の建築物 
（耐震化を努める建築物）
の耐震化の促進 

○大規模建築物 
・法規制（診断結果の報告・公表） 
・耐震診断や改修費の支援（民間建築物） 
 
○上記以外の建築物 
・法規制（定期報告台帳等に基づく建築物所有
者への指導・助言） 
・耐震診断や改修費の支援 
・定期報告対象建築物の所有者に対する講習会 
 等の実施 

発
災
後
の
対
応
の
円
滑
化 

防災上重要な 
施設 
 

○耐震診断の義務化による
耐震化の促進 
 
 
 
 
 
○上記以外の建築物 
（耐震化を努める建築物）
の耐震化の促進 

○防災拠点建築物 
・法規制（診断結果の報告・公表） 
・国の補助制度や緊急防災・減災事業の活用 
 の推進 
・市町促進計画に基づく計画的な耐震化の推進
（市町有施設） 
 
○上記以外の建築物 
・耐震診断や改修費の支援（民間建築物） 
・国の補助制度や緊急防災・減災事業の活用 
 の推進 
・市町促進計画に基づく計画的な耐震化の推進
（市町有施設） 

沿道建築物 ○耐震診断の義務化による
耐震化の促進 
 
 
 
 
○上記以外の建築物 
（耐震化を努める建築物）
の耐震化の促進 

○沿道建築物（耐震診断義務化） 
・法規制（診断結果の報告・公表） 
・耐震診断や改修費の支援（民間建築物） 
・市町と連携して実施する説明会による義務化 
 の周知、啓発 
 
○上記以外の建築物 
・法規制（建築物所有者への指導・助言） 
・耐震診断や改修費の支援（民間建築物） 
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（１）計画を推進していくための体制整備 
計画を推進する上では、県、市町、関係団体が担うべき役割を明確にし、相互に連携を図る必要が

ある。そこで、県、市町、関連団体の連携による耐震化連絡協議会の設置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連団体の例 

 

■市町毎の協議会メンバーの例 

 

 
 
（２）市町耐震改修促進計画の見直しの推進 
県は、県内全ての市町において耐震改修促進法第 6条第 1項に基づく「市町耐震改修促進計画」の

見直しを推進する。 

 

＜参考＞ 

「市町耐震改修促進計画」見直しのポイント 

平成 25 年度の耐震改修促進法の改正で、市町の耐震改修促進計画で定める事項が規定された

ため、下記のポイントで地域の状況を踏まえて作成する。 

 

  

◇建築士関連団体、建設業関連団体 等 

◇市町、建築士、工務店、自主防災組織の代表者 等 

○普及啓発を実施するための環境整備 

○市町への技術的支援 

○市町職員への意識改革 
・先進的に耐震化に取り組んでいる他都道 
 府県の自治体の担当者による講習会等の 
 開催により、市町職員の意識改革を図る。 

◇建築物の耐震化に関する目標 

◇耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

２．実効性を高めるための取り組み 

連携

関連団体 市町

県

○県民が安心して相談できる体制整備 
 ・無料相談窓口の設置  
 ・耐震リフォームを行なえる事業者  
  リストの作成 

○主体となって普及啓発を実施 
 ・市町毎の耐震化推進協議会（案）の 
  設置を促し実行性を確保する仕組 
  みづくりを検討する。 
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◆施策体系図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ｾﾐﾅｰ、講習会、戸別訪問、出前講座等の 

 実施 

②地震防災マップの作成・公表 

③パンフレットの作成・配布 

④インターネットによる情報提供の充実 

⑤リフォームに合わせた耐震化の誘導 

⑥基準適合認定建築物の表示制度の活用 

 の促進 

（１）耐震化に関する啓発及び知識の普及 １．耐震化の

促進を図

るための

施策 

（２）耐震化を促進するための相談体制等の整備 ①相談窓口サービスの充実 

②リフォーム相談体制の整備 

③業界と連携した耐震診断・改修の促進 

④耐震改修に資する人材の確保・育成 

⑤建築物の耐震改修の計画の認定等に 

 よる促進 

（３）耐震化による税制等の優遇措置の活用 

（４）総合的な安全対策に関する取り組み ①ブロック塀等の倒壊防止 

②窓ガラス、外壁タイル、屋外看板 
 天井等の落下防止 

③住宅の家具の転倒防止 

④エスカレーターの落下防止 

⑤給湯設備の転倒防止 

⑥エレベーターの閉じ込め防止対策 

⑦佐賀県の地盤特性に応じた総合的な 
 耐震対策の推進 

（１）耐震改修促進法による指導等の実施 ①耐震診断義務付け対象建築物 

②指示対象建築物 

（２）建築基準法による勧告又は命令等の実施 

２．法に基づ

く耐震改

修促進の

ための指

導等 

３.総合的な施策の展開 


